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農薬の目的外の使用による事故を防ぐために、
適切に保管・管理を行いましょう。
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□盗難・紛失・誤用防止

保管庫は必ず施錠する。

□毒物・劇物の表示
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毒物・劇物がある場合、
以下の表示をする。

毒物：赤地に
白色文字

劇物：白地に
赤色文字

□漏洩防止

トレーに入れる

同じ有効成分ごとにまとめると、有効
成分ごとの使用回数を守りやすく、
ローテーション散布を行いやすい！

□農薬は日光の当たるところ、湿度の高
いところには置かない。

□農薬の保管状況、在庫管理を行う。

□農薬を他の容器へ移し変えない。

□保管庫が転倒しないように壁や床に固
定する。


